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平成２５年（厚）第７５８号

平成２６年２月２８日

主文

厚生労働大臣が平成○年○月○日付で再

審査請求人に対してした、亡Ａに係る遺族

厚生年金を支給しないとした処分を取り消

す。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、厚生年金保険法に

よる遺族厚生年金の支給を求めるというこ

とである。

第２　再審査請求の経緯

１　請求人は、失踪宣告により平成○年○

月○日に死亡したとみなされたＡ（以下

「亡Ａ」という。）の妻であるとして、平

成○年○月○日（受付）、厚生労働大臣

に対し、遺族厚生年金の裁定を請求した。

２　厚生労働大臣は、平成○年○月○日付

で、請求人に対し、「失踪の起点日（平

成○年○月○日）において、生計維持関

係が認められないため。（厚生年金保険

法第５９条不該当）」として、遺族厚生

年金を支給しない旨の処分（以下「原処

分」という。）をした。

３　請求人は、原処分を不服として、○○

厚生局社会保険審査官に対する審査請求

を経て、当審査会に対し、再審査請求を

した。その不服の理由は、本件裁決書添

付別紙１に記載のとおりである。

第３　問題点

遺族厚生年金は、被保険者（失踪の宣告

を受けた被保険者であった者であって、行

方不明となった当時被保険者であった者を

含む。）が、死亡したとき、その当時その

者によって生計を維持していた場合、その

者の遺族に遺族厚生年金が支給されるが、

その遺族がその者の配偶者である場合に

は、その者の死亡の当時その者によって生

計を維持した者であることを要し、かつ、

年額８５０万円以上の収入を将来にわたっ

て有すると認められる者以外でなければな

らないとされている（厚生年金保険法第

５８条第１項第４号、第５９条第１項、第

４項、同法施行令第３条の１０及び平成６

年１１月９日庁保発第３６号社会保険庁運

営部長通知）。

したがって、本件の問題点は、上記法令

等の規定に照らして、請求人が、亡Ａの死

亡に係る遺族厚生年金を受給することがで

きる配偶者に該当しないと認められるか、

否かである。

第４　当審査会の判断

１　「略」

２　上記認定事実によると、亡Ａは、平成

○年○月○日に、それまで請求人及びＢ

と同居していた自宅を出奔し、消息を

絶って所在不明となり、平成○年○月○

日に生死不明となり、同日から７年の普

通失踪期間が満了した平成○年○月○日

に死亡したものとみなされたものと認め

られる。

３　ところで、民法は、第１編「総則」第

２章「人」の第３節に「住所」の節を置き、

各人の生活の本拠をその者の住所とする

と定め（第２２条）、住所が知れない場

合には、居所を住所と見なすとした上（第

２３条第１項）、第４節に「不在者の財

産の管理及び失踪の宣告」の節をおき、

その第２５条第１項において、「従来の

住所又は居所を去った者（以下「不在者」

という。）がその財産の管理人（…）を

置かなかったときは、家庭裁判所は…そ

の財産の管理について必要な処分を命ず

ることができる。」と規定し、第３０条

第１項において「不在者の生死が７年間

明らかでないときは、家庭裁判所は、利

害関係人の請求により、失踪の宣告をす

ることができる。」と規定し、第３１条

において「前条第１項の規定により失踪

の宣告を受けた者は同項の期間が満了し

た時に、…死亡したものとみなす。」と

規定している。そして、厚生年金保険法

第５９条第１項は、「遺族厚生年金を受

けることができる遺族は、被保険者又は

被保険者であった者の配偶者、…であっ

て、被保険者又は被保険者であった者の
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死亡の当時（失踪の宣告を受けた被保険

者であった者にあっては、行方不明と

なった当時。…）その者によって生計を

維持したものとする。」と規定している。

生計維持要件が充足されるかどうかの基

準時は、被保険者又は被保険者であった

者の死亡の時とされているが、これをそ

のまま失踪宣告を受けた者に適用する

と、民法第３１条により、失踪期間満了

の時が基準時となるが、厚生年金保険法

第５９条第１項は、その者が失踪の宣告

を受けた者である場合については、「死

亡の当時」を「行方不明となった当時」

と読み替えているのである。この読替規

定は、昭和４６年法律第７２号による厚

生年金保険法の改正によって追加され、

受給要件の緩和を図ったものであるが、

普通失踪のように生死不明となってから

７年経過した時点で死亡したものとみな

される者については、死亡当時では、７

年間以上も生死不明となっているので、

被保険者ではなくなっていたり、また、

生計維持の関係がないこと等が一般的で

あり、遺族厚生年金が支給されないこと

になるため、このような事態を解消する

ために、失踪者の場合は被保険者資格や

生計維持関係を行方不明となった時点で

認定することとしたものと解される。

４　家庭裁判所は、申立権を有するものか

ら失踪宣告の審判の申立てがあった場合

には、失踪者が真に生死不明であるか、

生存の有無、最後の音信が何年何月何日

何時であったかを判断するため、失踪者

の縁故関係、立寄りを考え得る諸方面に

対して照会するなどして審理を行い（通

常、これらの調査は、家事審判官が家庭

裁判所調査官に対して包括調査命令を

発して行われる。）、これによって失踪期

間（生死不明期間）の始期、失踪期間経

過の要件の存否を判断して公示催告を行

い、催告期間中も生存の有無、失踪期間

の始期について十分な審理をした上、宣

告の審判を行うものである。そして、生

死不明期間の始期については、最後に生

存が確認された日の翌日と認定され、最

後の生存確認日が分からない場合は、生

存しているとすれば、その者によって当

然になされるべきことがなされなかった

日と認定されるのが通例であると解され

る。本件審判は、「不在者Ａは平成○年

○月○日以来７年以上生死が分からない

ものと認め」と認定、説示して、亡Ａの

失踪期間の始期を平成○年○月○日と認

定したものである。そして、○○運転免

許本部長警視正ｃ作成の平成○年○月○

日付回答書（○○家庭裁判所裁判所書記

官宛）の写しによると、亡Ａは自動車運

転免許を取得しており、最後に運転免許

証が交付されたのが平成○年○月○日で

あり、この運転免許証が平成○年○月○

日に失効していることが認められ、亡Ａ

の生年月日は上記認定のとおり、昭和○

年○月○日であることを併せると、本件

審判は、有効期間が平成○年○月○日ま

でとして交付を受けた運転免許証につい

て、亡Ａが生存しているとすれば当然に

するであろう運転免許証の更新手続をし

なかったことから、運転免許証の有効期

間の終期の翌日である平成○年○月○日

をもって、失踪期間、すなわち生死不明

期間の始期と認定したものであることが

優に認定されるところである。

５　以上の認定及び判断に基づき、請求人

が亡Ａの死亡の当時、同人によって生計

を維持していたかどうかについて検討す

る。亡Ａは、失踪宣告を受けた者であり、

法律上は平成○年○月○日に死亡したと

みなされるが、厚生年金保険法第５９条

第１項の規定の適用については、同項の

読替規定により、亡Ａが行方不明となっ

た当時、請求人が同人によって生計を維

持していたかどうかが検討されることに

なる。しかして、上記認定事実によると、

亡Ａが行方不明となった日は、亡Ａが借

金の返済に窮し、自宅を出奔して帰来し

なかった平成○年○月○日であると認定

することができる。そして、上記認定事

実によると、請求人が平成○年○月○日

当時、亡Ａにより生計を維持していたも

のであることは明らかである（本件手続
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の全趣旨によると、請求人が平成○年○

月○日当時、年額８５０万円以上の収入

を将来にわたって有すると認められる者

以外の者のであると認められ、保険者も

この点については明らかに争わない。）。

６　ところで、保険者は、審理期日におい

て、本件裁決書添付別紙２に記載のとお

りの意見を述べるが、その要旨は、亡Ａ

が行方不明となったのは平成○年○月○

日であり、その当時、請求人は亡Ａによ

り生計を維持していたとはいえないとい

うものである。しかしながら、保険者の

上記意見は、採用することができない。

蓋し、保険者が亡Ａが行方不明となっ

た日を平成○年○月○日と認定したの

は、本件審判が「不在者Ａは平成○年○

月○日以来７年以上生死が分からないも

のと認め」と認定、説示したことを根拠

とするものであることが明らかであると

ころ、本件審判は、平成○年○月○日を

不在者亡Ａの行方不明期間の始期と認定

したものではなく、生死不明期間の始期

と認定したものであることは明らかであ

る。本件審判は、従来の住所を去った不

在者である亡Ａが「平成○年○月○日以

来生死不明である」と認定、判断してい

るのであり、「従来の住所を去って不在

者となった日」を平成○年○月○日と認

定しているわけではないのである（なお、

東京控訴院大正元年１１月２日判決・法

律新聞８５９号２３頁は、失踪宣告の判

決の確定力は不在者が何時死亡したもの

とみなされるかという点に及ぶにとどま

り、その判決の理由すなわち何時から不

在者として生死不明であったかという点

に及ぶものではないとしている（家庭裁

判資料第１２５号「改訂家事執務資料上

巻の１」４８頁参照））。そして、本件記

録を精査するも、亡Ａが行方不明となっ

た日を平成○年○月○日であると認める

ことのできる資料はない。原処分は、結

局、亡Ａが行方不明となった日の認定を

誤ったものといわざるを得ない。

７　以上の認定及び判断の結果によると、

請求人は、亡Ａの死亡の当時、亡Ａによっ

て生計を維持した配偶者であると認めら

れるから、請求人に対し遺族厚生年金を

支給しないとした原処分は不当である。

よって、原処分を取り消すこととして、

主文のとおり裁決する。
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